
デイサービス（通所介護）の利用料金（令和４年１０月１日より適用） 

【通所介護サービス 基本料金】 

介護保険負担割合１割として計算。２割負担・３割負担の方につきましては事業所にご確認ください。 

 

■加算料金 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２円/回 

・入浴介助加算（Ⅰ） ４１円/日 

・個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ ８６円/日  

・個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０円/月  

・口腔機能向上加算 １５２円/回（月２回まで） 

・科学的介護推進体制加算 ４１円/月 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定の介護保険報酬額に５．９％を乗じた額を加算します。 

・介護職員等特定処遇改善加算 所定の介護保険報酬額に１．２％を乗じた額を加算します。 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 所定の介護保険報酬額に１．１％を乗じた単位数を加算します。 

・延長加算 総サービス提供時間９時間以上１０時間未満 ５１円 

・事業所が送迎を実施していない場合は片道につき４８円減算となります。 

 

【介護予防日常生活支援総合事業 通所介護サービス 基本料金（１か月あたりの料金）（富山市）】 

介護区分 基本料金 

要支援１ １，６９５円 

要支援２ ３，４７６円 

介護保険負担割合１割として計算。２割負担・３割負担の方につきましては事業所にご確認ください。 

■加算料金 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）-イ 

要支援１ ８９円/月     要支援２ １７８円/月 

・口腔機能向上加算（Ⅱ） １６２円/回（月２回まで） 

・運動器機能向上体制加算 ２２９円/月 

・選択サービス複数実施加算（Ⅰ） ４８７円/月 

・科学的介護推進体制加算 ４１円/月 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定の介護保険報酬額に５．９％を乗じた額を加算します。 

・介護職員等特定処遇改善加算 所定の介護保険報酬額に１．２％を乗じた額を加算します。 

介護区分 
５時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

７時間未満 

７時間以上 

８時間未満 

８時間以上 

９時間未満 

要介護１ ５７５円 ５８９円 ６６４円 ６７５円 

要介護２ ６７９円 ６９６円 ７８４円 ７９８円 

要介護３ ７８４円 ８０３円 ９０９円 ９２４円 

要介護４ ８８８円 ９１０円 １，０３２円 １，０５１円 

要介護５ ９９３円 １，０１７円 １，１５８円 １，１７８円 



・介護職員等ベースアップ等支援加算 所定の介護保険報酬額に１．１％を乗じた単位数を加算します。 

 

※合計所得金額に応じて利用者負担割合が異なります。それぞれの負担割合額（１割・２割・３割）につきまし

ては、「介護負担割合証」をご確認ください。 

※上記は介護保険を利用した場合の１日あたりの自己負担額を記載しています。ただし、介護保険給付の範

囲を超えたサービス利用分は全額自己負担となります。 

 

■その他の料金 

・昼食、おやつ代 ６７０円 

・おむつ代やレクリエーション費（外出費用や材料費）など日常生活においてかかった費用は実費徴収させ

ていただきます。 

 


